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(57)【要約】
【課題】加工技術的に行えるとともに、消費者による信
頼性の高い操作性を有する、持上げストリップから成る
取出し補助機構を備えたタバコ又はこれに類する製品用
のパックを提供すること。
【解決手段】タバコブロック１３を形成する内側前面部
２８、内側背面部及び長手方向フラップ部３２，３３で
構成された内側上面部３１を有する、外側パックに収容
部を備えた内側包装部材１０で構成されたタバコ用のパ
ックであって、内側包装部材１０が、破線部によって区
画された、タバコを持ち上げるための持上げストリップ
２７を備えている前記パックにおいて、内側包装部材１
０における持上げストリップ２７に、持上げストリップ
２７の全長にわたって延在する補強用ストリップ３６を
設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タバコ群（１１）を特に完全に包囲するとともにタバコブロック（１３）を形成する内
側前面部（２８）、内側背面部（３０）及び長手方向フラップ部（３２，３３）で構成さ
れた内側上面部（３１）を有する、特にヒンジぶた付きボックスである外側パックに収容
部を備えた内側包装部材（１０）で構成されたタバコ（１２）又はこれに類する製品用の
パックであって、前記内側包装部材（１０）が、破線部によって区画された、前記タバコ
群（１１）におけるタバコ（１２）を持ち上げるためのストリップ（持上げストリップ（
２７））を備えている前記パックにおいて、
　前記内側包装部材（１０）における前記持上げストリップ（２７）に、特に補強用スト
リップ（３６）である、前記持上げストリップ（２７）の全長にわたって延在する補強部
を設けたことを特徴とするパック。
【請求項２】
　例えばポリプロピレンである自己接着性の合成樹脂で前記補強用ストリップ（３６）を
形成し、該補強用ストリップ（３６）を、前記内側包装部材（１０）における前記持上げ
ストリップ（２７）の範囲に設けるとともに、特に前記内側包装部材（１０）の外面全体
に接着したことを特徴とする請求項１記載のパック。
【請求項３】
　前記補強用ストリップ（３６）を、前記内側包装部材（１０）の全長にわたって延在さ
せるとともに、前記持上げストリップ（２７）の中心部に配置したことを特徴とする請求
項１又は２記載のパック。
【請求項４】
　前記補強用ストリップ（３６）を備えた前記持上げストリップ（２７）で把持端部ある
いはグリップエンド（４０）を形成し、互いに平行な２本の破線（３４，３５）によって
区画された前記持上げストリップ（２７）を、前記内側前面部（２８）又は前記内側背面
部（３０）、前記ボックスの側面部（２０）及び前記内側前面部（２８）又は前記内側背
面部（３０）とそれぞれ対向する面である前記内側背面部（３０）又は前記内側前面部（
２８）へ延設したことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のパック。
【請求項５】
　前記補強用ストリップ（３６）を備えた前記持上げストリップ（２７）の把持端部ある
いはグリップエンド（４０）を前記内側前面部（２８）においてフラップ（３７）まで延
設し、前記補強用ストリップ（３６）を備えた前記持上げストリップ（２７）の前記グリ
ップエンド（４０）が、その前記フラップ（３７）からの分離後に、残留する前記内側前
面部（２８）の上方及び特にカラー（２５）の前面部における凹部（２６）において離脱
するよう、前記持上げストリップ（２７）を、前記フラップ（３７）における前記破線部
（３４，３５）によって区画したことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
パック。
【請求項６】
　前記補強用ストリップ（３６）を備えた前記持上げストリップ（２７）の前記グリップ
エンド（４０）を、前記内側背面部（３０）に配置するとともに、前記内側上面部（３１
）の前記フラップ部（３３）に特に該内側上面部（３１）から突出するよう形成したこと
を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のパック。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載のパックにおけるタバコ群（１１）用の内側包装部材（
１０）の製造方法において、
　ａ）錫箔、アルミ箔、紙又はこれらに類するものから成る材料ウェブ（４５）を、その
長手方向中心部において、特に接着により該材料ウェブ（４５）に接続される補強用スト
リップ（３６）に設けるステップと、
　ｂ）前記材料ウェブ（４５）を、製造すべき内側包装部材の一部から前記補強用ストリ
ップ（３６）の両側の範囲において破線部を形成するために切断ステーション（５８）を
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通過させるステップと、
　ｃ）その後、長手方向に延びる当該内側包装部材（１０）を、該内側包装部材（１０）
の全長にわたってその略中心部で延在する前記補強用ストリップ（３６）と共に前記材料
ウェブ（４５）から分離するステップ
を行うことを特徴とする製造方法。
【請求項８】
　前記補強用ストリップ（３６）を備えた前記材料ウェブ（４５）を、特に錫箔あるいは
アルミ箔から成る前記材料ウェブ（４５）にエンボス加工を施すための押圧装置あるいは
エンボス加工装置（５６，５７）を通過させるとともに、このとき、前記補強用ストリッ
プ（３６）にもエンボス加工を施すことを特徴とする請求項７記載の製造方法。
【請求項９】
　まず、切断ステーションにおいて前記材料ウェブ（４５）の長手方向に延在する、前記
持上げストリップ（２７）を区画する破線部（３４，３５）を形成し、その後、前記持上
げストリップ（２７）を区画し、フラップ（３７）を取り付け、そして当該内側包装部材
（１０）を前記材料ウェブ（４５）から分離するための横方向の分離部を形成することを
特徴とする請求項７又は８記載の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１～６のいずれかに記載のタバコ（１２）用のパックの製造装置であって、前記
材料ウェブ（４５）から分離することによって前記内部包装部材（１０）を製造し、かつ
、タバコ搬送路（４８）に沿って搬送される前記タバコ群（１１）を包囲するための包装
ステーション（４６）を備えて成る前記製造装置において、
　ａ）前記内部包装部材（１０）を製造するための前記材料ウェブ（４５）を、接着ステ
ーション（５１）を通過して案内可能とするとともに、該接着ステーション（５１）にお
いて前記内部包装部材（１０）の長手方向に延在する前記補強用ストリップ（３６）の形
成するための、接着剤を有するストリップウェブ（５２）を前記材料ウェブ（４５）に当
接可能に構成し、
　ｂ）前記補強用ストリップ（３６）あるいは前記ストリップウェブ（５２）を備えた前
記材料ウェブ（４５）を、前記材料ウェブ（４５）の長手方向へ破線部を形成し、かつ、
横方向の分離部を形成するためのカッター（５９，６１，６２）を備えた切断ステーショ
ン（５８）を通過可能に構成した
ことを特徴とする製造装置。
【請求項１１】
　前記ストリップウェブ（５２）を有する前記材料ウェブ（４５）用の、特に複数（２つ
）の押圧ローラ（５６，５７）を備えた押圧装置あるいはエンボス加工装置を前記切断ス
テーション（５８）に接続し、前記ストリップウェブ（５２）を有する前記材料ウェブ（
４５）を、該材料ウェブ（４５）に圧力をかけられつつ前記押圧ローラ（５６，５７）間
を通過させるとともに、前記押圧ローラ（５６，５７）のうち少なくとも１つをエンボス
加工用のローラとして形成したことを特徴とする請求項１０記載の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タバコ群を特に完全に包囲するとともにタバコブロックを形成する内側前面
部、内側背面部及び長手方向フラップ部で構成された内側上面部を有する、特にヒンジぶ
た付きボックスである外側パックに収容部を備えた内側包装部材で構成されたタバコ又は
これに類する製品用のパックであって、前記内側包装部材が、破線部によって区画された
、前記タバコ群におけるタバコを持ち上げるためのストリップ（持上げストリップ）を備
えている前記パックに関するものである。
【０００２】
　さらに、本発明は、このようなパックを製造する方法及び装置に関するものでもある。
【背景技術】
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【０００３】
　タバコを取り出しやすくするために持上げストリップを備えたタバコのパックが知られ
ており、特許文献１によるパックにおいては、持上げストリップが内側包装部材における
内側前面部の領域として形成されているとともに、この持上げストリップは、互いに平行
な複数の破線によって形成されている。このように形成された持上げストリップは、その
端部部材と共に内側前面部における引上げ（引き裂き）可能な片状部材、すなわちフラッ
プの領域まで延在している。この持上げストリップがパックの使用時に引き上げられると
、この持上げストリップのグリップエンドが露出するようになっている。
【０００４】
　しかしながら、この取出し補助機構は、内部包装部材の材料がその操作に適していない
ため、タバコにとっては実際には不十分となっている。
【０００５】
　特許文献２によるタバコ用パックにおいては、内部包装部材の内側に、持上げストリッ
プとしての分離された材料ストリップが配置されている。この持上げストリップの端部は
、内側前面部におけるフラップの下方で、内側包装部材の内側に接着されている。一方、
フラップにより形成される上面部において、操作するためにフラップ部が離間すると、ス
トリップの突出部が露出するようになっている。
【０００６】
　しかしながら、このように配置された持上げストリップは、パックの加工時に故障原因
となることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】独国特許出願公開第３８０６８１８号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１１４２５４６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的とするところは、加工技術的に行えるとともに、消費者による信頼性の高
い操作性を有する、持上げストリップから成る取出し補助機構を備えたタバコ又はこれに
類する製品用のパックを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明は、内側包装部材における持上げストリップに、特に
補強用ストリップである、前記持上げストリップの全長にわたって延在する補強部を設け
たことを特徴としている。
【００１０】
　したがって、持上げストリップは、内部包装部材における内側前面部又は内部背面部の
一部であり、その全有効長さにわたって特に引張に対する補強部を備えている。この補強
部は、特にその外面において内部包装部材に固着された材料ストリップで構成されている
。また、持上げストリップは、フラップを離脱させると当該持上げストリップの一端がそ
の前面側で露出するとともに把持されるよう、内部包装部材において破線で区画されてい
る。また、これに代えて、持上げストリップを、内側背面部の一部とするとともにその一
端がフラップ部を越えて上面部から突出するよう延設してもよい。
【００１１】
　特に補強用ストリップである補強部は、加工時に、内部包装部材用の材料ウェブに取り
付けられる。その後、グリップエンドを有する持上げストリップを区画しつつ必要な破線
部が形成される。材料ウェブから分離された部分は、通常、パックの内容物（タバコ群）
の回りに折りたたむことが可能である。
【００１２】
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　また、本発明による装置においては、特に自己接着性を有する材料ストリップがストリ
ップリールから引き出され、材料ウェブに当接される。その後、材料ウェブ（特に錫箔あ
るいはアルミ箔のウェブにおいて）はエンボス加工を施すためにエンボス加工装置を通過
し、このとき、補強用ストリップにもエンボス加工のための圧力が加えられることになる
。最後に、破線部を形成し、かつ、内部包装部材を材料ウェブから切り離すためのカッタ
ーを備えた切断ステーションでの処理がなされる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、加工技術的に行えるとともに、消費者による信頼性の高い操作性を有
する、持上げストリップから成る取出し補助機構を備えたタバコ又はこれに類する製品用
のパックを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ふたを開けた状態におけるタバコ用パックすなわちヒンジぶた付きボックスを示
す斜視図である。
【図２】フラップを取り除いた後の図１と同様の図である。
【図３】持上げストリップを操作したときの図１、図２と同様の図である。
【図４】本発明の他の実施形態に基づく図１に対応する図である。
【図５】本発明の他の実施形態に基づく図２に対応する図である。
【図６】本発明の他の実施形態に基づく図３に対応する図である。
【図７】図１によるパックの内側包装部材を示す図である。
【図８】図４によるパックの内側包装部材を示す図である。
【図９】前面部側に持上げストリップを設けた場合の内部包装部材を示す図である。
【図１０】背面部側に持上げストリップを設けた場合の内部包装部材を示す図である。
【図１１】持上げストリップを備えた（タバコ用）パックの製造装置の概要を示す図であ
る。
【図１２】図１１におけるXII部を拡大して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１６】
　図面に記載した（タバコ用の）パックの実施形態は、ヒンジぶた付きボックスに関する
ものとなっている。このタイプのパックは、パック内容物すなわち複数のタバコ１２が整
列して配置されたタバコ群１１を包囲する内側包装部材１０を含んで構成されている。な
お、この内側包装部材１０は、錫箔あるいはアルミ箔、（印刷あるいはコーティングされ
た）紙等の薄い包装材料で形成されている。そして、上記タバコ群１１は、タバコブロッ
ク１３を形成するよう内側包装部材１１によって完全に包囲されている。
【００１７】
　基本的に直方体状に形成されたタバコブロック１３は、パックユニットとして外側パッ
ク（本実施形態においてはヒンジぶた付きボックス１４）内に収容されている。また、通
常、このタバコブロック１３は薄いボール紙で形成されているとともに、下側のボックス
部１５及びふた１６を形成している。ここで、このボックス部１５及びふた１６は、背面
側の線状結合部（ヒンジ状部）１７において互いに一体的に結合されている。
【００１８】
　また、ボックス部１５はボックス前面部１８、ボックス背面部１９及びボックス側面部
２０を形成しているが、これと同様に、ふた１６もふた前面部２１、ふた背面部２２、ふ
た側面部２３及びふた上面部２４で構成されている。さらに、ボックス部１５内にはカラ
ー２５が設けられており、このカラー２５は、ボックス前面部１８及び／又はボックス側
面部２０においてボックス部１５と内側で結合されている。なお、ボックス部１５から突
出するカラー２５の一部は、パックの閉鎖状態においてふた１６によって包囲されるよう
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になっている。また、カラー２５はその前側に凹部２６を備えており、この凹部２６によ
ってパック内容物の取出しが容易となっている。
【００１９】
　しかして、パックはタバコ１２用の取出し補助機構を備えており、この取出し補助機構
は、少なくとも１本のタバコ１２を持ち上げる持上げ手段であり、具体的には、複数（こ
こでは３つ）のタバコ１２を上昇させてこれを把持できるよう配置及び形成された持上げ
ストリップ２７である。
【００２０】
　この持上げストリップ２７は、内部包囲部材あるいは内側包装部材１０の一部であり、
図７～図１０に示すように、内側前面部２８、内側底面部２９及び内側背面部３０を形成
している。ここで、内側前面部２８及び内側背面部３０の自由端領域には内側上面部３１
を構成するフラップが形成されており、このフラップは、内側上面部３１において部分的
に互いに重なる（台形状の）長手方向フラップ部３２，３３となっている。
【００２１】
　持上げストリップ２７は、特に内側包装部材１０の中心部において該内側包装部材１０
の長手方向に延在しているとともに、少なくとも２つの特に互いに平行な破線部３４，３
５によって側方で区切られている。これら破線部３４，３５は、持上げストリップ２７の
端部が把持されるとその内側包装部材１０との結合が解除され持上げストリップ２７が自
動的な動作機構として機能するよう形成されている。
【００２２】
　なお、持上げストリップ２７の幅は、様々に設定することができ、ここでは前側に並置
された３本のタバコ１２を持ち上げるように設定されている。また、破線部３４，３５は
、図７及び図９に示すように、内側前面部２８及び内側底面部２９の全長あるいは全高並
びに内側背面部３０の一部にわたって延在している。
【００２３】
　内側包装部材１０の材料で形成されている持上げストリップ２７は特に引張荷重に対す
る補強部を備えており、この補強部は、本実施形態においては、少なくとも持上げストリ
ップ２７の範囲において内側包装部材１０の全長にわたって延在する補強用ストリップ３
６で構成されている。また、この補強用ストリップ３６は、特に合成樹脂で形成されてい
るとともに、接着（あるいは熱による溶着）によって内側包装部材１０に固定されている
。ここで、損傷しやすいタバコに接触することがないよう、補強用ストリップ３６を内側
包装部材１０の外側に固定するのが望ましい。また、補強用ストリップ３６は、自己接着
式に内側包装部材１０の全長にわたって該内側包装部材１０に半永久的に結合されている
。
【００２４】
　補強された持上げストリップ２７で構成された取出し補助機構は、タバコブロック１３
の前側又は後側（背面側）に設けられるが、図１～図３、図７及び図９においては前側、
すなわち内側前面部２８に設けられている。この取出し補助機構は更に公知の引抜用フラ
ップすなわちフラップ３７を備えており、このフラップ３７は、横方向に延びる破線部３
８によって内側前面部２８の上部と、隣接する側方のフラップ部とに区画されている。そ
して、前側の長手方向フラップ部３２を把持することで、ふた１６の開放時にフラップ３
７が引き抜かれることになり（図２）、前側のタバコ１２の上部が開放されることになる
。
【００２５】
　持上げストリップ２７は、フラップ３７まで延在しており、内側上面部３１の下部が末
端となっている（図７）。また、分離部３９により、持上げストリップ２７の末端部がフ
ラップ３７において区画されている。持上げストリップ２７の端部を舌状のグリップエン
ド４０として形成するために、分離部３９はここでは弓状に形成されている。また、全長
にわたって設けられた補強用ストリップ３６は、該補強用ストリップ３６における長手方
向フラップ部３２に位置する部分がフラップ３７と共に引き離されるよう分離部３９によ
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って分離されるようになっている。したがって、グリップエンド４０は、カラー２５にお
ける凹部２６に露出することとなる（図２）。
【００２６】
　これに代えて（又はこれに加えて）、持上げ手段をパックの背面側に設けてもよい。図
４～図６に示す実施形態においては、持上げストリップ２７が内側背面部３０及びこれに
接続された内側上面部３１における長手方向フラップ部３３の全長にわたって延在してい
る。また、弓状の分離部３９によって区画されたグリップエンド４０の一部が、材料スト
リップから内側包装部材１０が分離される際の輪郭のみを示す分離部分に基づき長手方向
フラップ部３３から突出している。これにより、他方すなわち長手方向フラップ部３２に
おいては凹部４１が形成されることになる。また、持上げストリップ２７を区切る破線部
３４，３５は、長手方向フラップ部３３、内側背面部３０、内側底面部２９及び内側前面
部２８の一部にわたって延在している。さらに、補強用ストリップ３６は、舌状のグリッ
プエンド４０から凹部４２にかけて延びている。
【００２７】
　このような実施形態による取出し補助機構を操作するために、フラップ３７が取り除か
れる（図４）。これにより、背面側の長手方向フラップ部３３が上面部において露出する
。そして、グリップエンド４０において持上げストリップ２７を把持してこれを上方へ引
き上げることが可能となる。
【００２８】
　最も簡単な実施例においては、前側の持上げストリップ２７は、図９に示すように、材
料の残留接続部４２を形成するよう、その（弓状の）分離部３９と破線部３４，３５との
間に間隔が生じるよう形成されている。この残留接続部４２は、図７あるいは図２又は図
３に示すように持上げストリップ２７の舌状の端部あるいはグリップエンド４０を形成す
るために、フラップ３７を引き離す際に分離されるようになっている。
【００２９】
　図１０には図８に示す持上げストリップ２７が背面側に設けられた形態の別形態のもの
が示されており、ここでは、長手方向フラップ部３３における持上げストリップ２７の端
部が直線状に形成されている。内側上面部３１のフラップ部すなわち長手方向フラップ部
３３は、フラップを取り除いた後の、この実施形態における持上げストリップ２７のマー
キングされた末端部あるいはマーキングされたグリップエンド４０を示している。
【００３０】
　持上げストリップ２７あるいは補強用ストリップ３６にはマーカが記してあり、このマ
ーカは、引張方向を消費者に示すものである。本実施形態においては、このマーカは補強
用ストリップ３６上に矢印４３で示されている。また、破線部３４，３５は残留接続部４
４として長手方向に延びる切れ目を有するものであるため、持上げストリップ２７を分離
するのに大きな力を必要としない。また、横方向に延びる分離部３９は、図７及び図８に
示す実施形態のように、破線部３４，３５を末端部において交差部を形成するようになっ
ている。
【００３１】
　持上げストリップ２７を有する内側包装部材１０及び補強用ストリップ３６の加工時に
は、まず、接続する材料ストリップとしての補強用ストリップ３６が各パック材料の材料
ウェブ４５に取り付けられ、その後、持上げストリップ２７を示す破線部が形成され、最
後に内側包装部材１０を分離するための分離部が形成されるようになっている。
【００３２】
　このような加工ステップは、図１１及び図１２に示す包装機械の動作プロセスに統合さ
れている。この包装機械は、ここではヒンジぶた付きボックスの製造に用いられるものと
なっている。
【００３３】
　包装ステーション４６においてはその下方にカラー２６を製造するためのカラーリール
４７すなわち薄いボール紙から成るウェブを巻回させたものが配置されており、さらに、
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このカラーリール４７は、タバコ群１１及びタバコブロック１３を搬送するタバコ搬送路
４８の下方に設けられている。また、タバコ搬送路４８の上方には内側リール４９が配置
されており、この内側リール４９から材料ウェブ４５が引き出されるようになっている。
この材料ウェブ４５は、接合装置５０を通過し、その後、補強用ストリップを形成するた
めに、ストリップウェブ５２に接着するための接着ステーション５１へと至る。ここで、
ストリップウェブ５２は、ストリップリール５３から引き出されるようになっている。
【００３４】
　また、接着ステーション５１は材料ウェブ４５用のガイドローラ５４で構成されており
、材料ウェブ４５は、約１８０°向きを変えられるようになっている。この方向転換箇所
には互い違いに配置されたガイドローラ５５によるストリップウェブ５２の適当なガイド
によって、このストリップウェブ５２は材料ウェブ４５の外側に当接することになる。
【００３５】
　材料ウェブ４５及びストリップウェブ５２から成るユニットは、少なくとも２つの対向
配置された押圧ローラ５６，５７を有する押圧装置へ供給される。この押圧装置は、搬送
中に材料ウェブ４５を押圧し、これをストリップウェブ５２に接続するものとなっている
。また、押圧ローラの１つである押圧ローラ５６を、特に錫箔あるいはアルミ箔である場
合の材料ウェブ４５にエンボス加工を施すエンボス加工用ローラとすることが考えられる
。なお、このエンボス加工は、ストリップウェブ５２にもなされる。
【００３６】
　このように処理されたウェブ４５，５２は切断ステーション５８へ至り、まず、持上げ
ストリップ２７の長手方向を区画するための、材料ウェブ４５の長手方向に延びる破線部
３４，３５がカッターローラ６０と協働する長手方向カッター５９により形成される。そ
の後、グリップエンド４０を区画するための破線部を含むフラップ３７すなわち破線部３
８を区画するための横方向の分離部、すなわち特に分離部３９が適当に形成された垂直方
向カッター６１によって形成される。最後に、材料ウェブ４５から処理された内側包装部
材１０をカッター６２によって材料ウェブ４５から分離するために、横方向の分離部が材
料ウェブ４５全体にわたって形成される。そして、内側包装部材１０の面に対して垂直に
搬送されるタバコ群１１のために、後続の回転する吸引ディスク６３に内側包装部材１０
が用意されている。
【符号の説明】
【００３７】
　１０　　　　　　内側包装部材
　１１　　　　　　タバコ群
　１２　　　　　　タバコ
　１３　　　　　　タバコブロック
　１４　　　　　　ヒンジぶた付きボックス
　１５　　　　　　ボックス部
　１６　　　　　　ふた
　１７　　　　　　線状結合部（ヒンジ状部）
　１８　　　　　　ボックス前面部（前壁）
　１９　　　　　　ボックス背面部（後壁）
　２０　　　　　　ボックス側面部（側壁）
　２１　　　　　　ふた前面部
　２２　　　　　　ふた背面部
　２３　　　　　　ふた側面部
　２４　　　　　　ふた上面部
　２５　　　　　　カラー
　２６　　　　　　凹部
　２７　　　　　　持上げストリップ
　２８　　　　　　内側前面部
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　２９　　　　　　内側底面部
　３０　　　　　　内側背面部
　３１　　　　　　内側上面部
　３２，３３　　　長手方向フラップ部
　３４，３５　　　破線部
　３６　　　　　　補強用ストリップ
　３７　　　　　　フラップ
　３８　　　　　　破線部
　３９　　　　　　分離部
　４０　　　　　　グリップエンド
　４１　　　　　　凹部
　４２，４４　　　残留接続部
　４３　　　　　　矢印
　４５　　　　　　材料ウェブ
　４６　　　　　　包装ステーション
　４７　　　　　　カラーリール
　４８　　　　　　タバコ搬送路
　４９　　　　　　内側リール
　５０　　　　　　接合装置
　５１　　　　　　接着ステーション
　５２　　　　　　ストリップウェブ
　５３　　　　　　ストリップリール
　５４，５５　　　ガイドローラ
　５６，５７　　　押圧ローラ
　５８　　　　　　切断ステーション
　５９　　　　　　長手方向カッター
　６０　　　　　　カッターローラ
　６１　　　　　　垂直方向カッター
　６２　　　　　　カッター
　６３　　　　　　吸引ディスク（吸引把持部）
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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